
空
き
家
ナ
ビ
に
登
録

し
ま
せ
ん
か

　
市
は
、
市
内
の
空
き
家
の
有
効
活

用
を
促
進
す
る
た
め
、
市
が
空
き
家

の
所
有
者
と
宅
地
建
物
取
引
事
業
者

と
の
橋
渡
し
を
行
う
『
登
別
市
空
き

家
情
報
登
録
制
度
（
登
別
市
空
き
家

ナ
ビ
）
』
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
空
き
家
の
売
買
な
ど
を
検

討
し
て
い
る
方
で
、
依
頼
先
が
わ
か

ら
ず
空
き
家
を
所
有
し
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
一
度
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
都
市
政
策
Ｇ
（
☎
85
３
２
３
０
）

登
別
市
行
政
改
革
推
進

委
員
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す

対
象
　
市
内
に
居
住
す
る
方
で
、
行

財
政
改
革
に
関
心
の
あ
る
方

任
期
　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

活
動
内
容
　
行
財
政
改
革
の
計
画
・

推
進
な
ど
に
関
す
る
事
項
の
調
査

審
議

募
集
人
数
　
４
人
以
内

選
考
方
法
　
書
類
選
考

※

必
要
に
応
じ
て
、
面
接
を
実
施
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
方
法
　
申
請
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は

行
政
経
営
グ
ル
ー
プ
に
備
え
付
け
、

も
し
く
は
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

掲
載
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
郵
送
、

　
持
参
で
３
月
15

　
日
㈬
ま
で
に
行

　
政
経
営
グ
ル
ー

　
プ

※

詳
し
く
は
市
公
式

　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
行
政
経
営
Ｇ

　
（
☎
85
５
１
０
９
）

令
和
４
年
度

登
別
市
環
境
講
演
会

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
関
す
る
基
本
的
な
概

要
や
、
日
々
の
生
活
で
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
環
境
保
全
に
つ
な
が
る

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
学
び
、
環
境
保
全
と
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
の
関
連
性
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
ま
す
。

日
時
　
３
月
23
日
㈭
18
時

場
所
　
市
民
会
館

講
師
　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
デ
ザ
イ
ン

describe

　w
ith

代

　
表
　
高
橋
優
介
さ
ん

定
員
　
100
人

申
し
込
み
　
３
月
17
日
㈮
ま
で
に
申

込
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
電
話
で
環
境

対
策
Ｇ
（
☎
85
２
９
５
８
）

定
例
救
命
講
習

日
時
　
３
月
19
日
㈰
９
時
30
分
〜
12

時
30
分

場
所
　
消
防
署
東
支
署

内
容
　
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
（
心
肺
蘇

生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
）

定
員
　
10
人
程
度

申
込
方
法
　
３
月
12

　
日
㈰
ま
で
に
申
請

　
フ
ォ
ー
ム
か
ら

問
　
消
防
署
警
備
Ｇ

（
☎
85
２
５
５
１
）

自
衛
官
募
集

◎
一
般
幹
部
候
補
生
（
大
卒
程
度
）

対
象
　
22
歳
〜
25
歳
の
方

申
込
期
限
　
４
月
14
日
㈮

試
験
日
　
４
月
22
日
㈯
・
23
日
㈰
の

い
ず
れ
か
１
日

◎
一
般
曹
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
限
　
５
月
９
日
㈫

試
験
日
　
５
月
19
日
㈮
〜
28
日
㈰

◎
予
備
自
衛
官
補
（
一
般
）

対
象
　
18
歳
〜
33
歳
の
方

申
込
期
限
　
４
月
６
日
㈭

試
験
日
　
４
月
８
日
㈯
〜
23
日
㈰
の

い
ず
れ
か
１
日

◎
自
衛
隊
職
業
説
明
会

場
所
・
日
時

ジ
ョ
ブ
ガ
イ
ド
の
ぼ
り
べ
つ…

３
月

８
日
㈬
13
時
〜
16
時

※

各
種
説
明
や
イ
ベ
ン
ト
案
内
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
室

　
蘭
地
域
事
務
所
（
☎
44
９
５
３
３
）

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

『
問
』

募
集
や

試
験
な
ど

　公共施設や商業施設には、車いすを使用している方など、
車の乗り降りや移動に配慮が必要な方のために、幅の広い
駐車スペースが設けられています。
　この駐車スペースに、広くて駐車しやすいから、出入口
に近いからなどという理由で、必要のない方が駐車してい
ることがあります。
　本当に必要としている方が駐車できるよう、それ以外の
方は駐車しないようにしましょう。

●障がい者のための国際シンボルマーク
　全ての障がいのある方を対象とし、障がいのある方が利
用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共
通のシンボルマークです。
　駐車場では、車いすを使
用している方、障がいのあ
る方、妊産婦などの配慮が
必要な方の専用駐車スペー
スであることを表すマーク
として使用されています。

●身体障がい者標識
　肢体不自由の障がいがあ
ることにより、運転免許に
条件を付されている方が車
に表示しているマークです。

12くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ  2023.３月号

デ
ス
ク
ラ
イ
ブ

ウ
ィ
ズ

た
か
は
し
ゆ
う
す
け

広い駐車場スペースを
必要としている方がいます
広い駐車場スペースを
必要としている方がいます
問い合わせ　障がい福祉グループ
　　　　　　　　　　　　　（☎85３７３２）

障がいがある方のためのマークをご存じですか障がいがある方のためのマークをご存じですか

◀障がい者のため
　の国際シンボル
　マーク

◀身体障がい者
　標識

▼

申
請
フ
ォ
ー
ム

▼

市
公
式
ウ
ェ

　ブ
サ
イ
ト

https://logoform.jp/form/szZL/216612
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2023013100039/
https://logoform.jp/form/szZL/212374
https://logoform.jp/form/szZL/132647

